
生協労連パート部会ニュース 

ＮＯ１１０ ２０１１年１１月１５日発行 
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-9 南部ビル３Ｆ 

tel  03-3408-0067  fax 03-3408-8955 

http://cwu.jp/ 

 

 

 

 

 

 

2011年10月29日(土) 全国家電会館 

シンポジスト 

○ 堀内光子さん（元 ILOアジア太平洋総局長、文京学院大学教授） 

「EU及び ILOにおける非正規雇用（有期雇用及びパートタイム雇

用）について」 

○ 長岡佳世子さん（パート臨時労組連絡会代表） 

 「パート労働者の職場実態と取り組みの方向」 

○ 鷲見賢一郎さん（弁護士・いすゞ、ホンダ派遣切り裁判弁護団） 

「労働者派遣法抜本改正と有期労働契約の規制強化の重要性」 

○ 板倉由実さん（弁護士・日弁連両性の平等に関する委員会委員） 

「パート労働法の実効的改正の実現にむけて」 

  

 シンポジウムの後、会場からの発言と質問に答える時間が設けられました。 

・同一労働と言うが、学童保育の指導者など非正規だけの職場もあり正規と比べられない。 

・パート法はザル法だ、有期問題の入口規制をして行かなければならない。 

・震災の影響で生活面の復興はこれから。半年オープンできない店があった。正規は他店への移動がある

のに、パートは外回りの営業か休職か退職を迫られた。 

等活発な意見や質問が出されました。しかし、シンポジストの持ち時間が決められていた為、先生方のも

っとかみくだいた話を聞きたかった等の意見も出され、今後の課題も見えてきました。 

 

 

2011年10月30日(日) 全労連ホール（参加者49名） 

 11 年度方針案の提案後、16 名の討論者から 1 年間の活動報告を補足す

る発言がありました。 

★大阪：教員の5％にD評価を付ける教育改悪が行なわれようとしている。 

★北海道：非正規の組織化に取り組んでいる。ﾀｸｼｰ業界も非正規が多数。

ﾀｸｼｰ労働者そうがかり作戦をした。 

★福岡：「学習の友」の関野先生を迎え、総会の時に学習会をした。活動し

ながらｱﾋﾟｰﾙしながら増やしていきたい。 

★神奈川：生協内でも 2000 人の雇用問題がある。有期労働である為退職

になることも。理事会は有期を撤廃しない。法規制が必要。 

★郵産労：郵便配達業務の6 割が非正規。この人達がいないと機能しなくなっている。8 時間労働で正規

と同じ業務。ミスがあれば処分もある。正規への登用を勝ち取りたい。 

パート    なかないで あしたを見つめ歩きましょう 

部会    にげないで 明るい職場をつくりましょう 

 の     ぬけめなく しっかり実利をとりましょう 

 なに    ねつっぽく 暮らしと生協を語りましょう 

ぬねの    のしつけて 差別を返上しちゃいましょう 

 

 

 

〔発言をする木下さん〕 



★コープネット労組：新商品に強い職員になるために職員向け割引価格が実験導入されることになりまし

た。 

その後議案の採決が行なわれ、新役員選出では生協労連の柳恵美子さんが全会一致で代表に承認されま

した。また「パート・臨時労組連絡会第 11 回総会」の後、同じ会場で「全労連・非正規雇用労働者全国

センター第4回総会」が行なわれました。そこでも外国人非正規労働者の月給３～４万円という働く現場

の発言がありました。 

 

 

 

 

 

 

2011年 冬季一時金の取り組みはそれぞれの単組で要求書の提出が行なわれ、回答も続々と出されてい

ます。要求実現に向けて粘り強い闘いをしていきましょう！ 

◆大阪いずみ市民生協労働組合 パート1.00ヶ月（87,852円） 

◆コープいしかわ労働組合 メイト・キャリア 0.25 ヶ月(32,660

円)・定時0.50ヶ月(40,115円) 

◆市民生協ならコープパート労働組合 パート 0.60 ヶ月(99,405

円) 

◆わかやま市民生協労働組合 パート1.078ヶ月 

◆大阪大学生協労働組合 A契約パート 総労働時間×70円・B契約パート ゼロ回答 

◆おかやま生協労組 パート0.96ヶ月(93,721円) 

◆コープかごしま労働組合 地域職員1.05ヶ月、専任フル職員・福祉専任職員 1.10ヶ月、専任パ

ート0.90ヶ月、パート0.70ヶ月 

（生協労連 2011秋闘争速報№12より） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

編集後記 

  今回は中四国地連が担当しました。 

    おかやま・山本、 鳥取・尾坂 

 

 

＜報告確認事項＞ 

・今年度のパート部会の活動＆年間予算について等確認。 

・この間の活動の報告、ふりかえり。 

・年間スケジュール 

＜審議事項＞ 

1．組織拡大、組織強化の取り組みについて 

   組織の到達 ３５単組５１５人 (8～9月) 

   秋のとりくみ 11～12月 ３０００人目標 

2．第17回パート部会総会(10/1～2)のふりかえり ★ 

3．2011秋闘の状況  この間の情勢、たたかいの状況 

4．社会的課題 

 11/10最賃引き上げ中央行動に結集を！ 

   パート労働法改正に向けてミニ学習・署名等を。  

5．春闘準備  

10 月 31日、2011年度第1回目のパー

ト部会幹事会が生協労連２階会議室であ

りました。（１６/１７名出席） 

 幹事会新メンバーでの活動がスタート

しました。年 6 回の幹事会と、地連幹事

が分担して毎月このニュース「あした天

気に」を発行していきます。1年間よろし

くお願いいたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「第18回パート部会総会」にむけて 

宮城県・松島を予定しています 

被災地を励ましたい、被災から1年半

後の被災地の現状を知るという視点

で候補地としました。 

 

 

 


